
別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）
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店舗、事務所兼倉
庫

中高層の店舗、事務所ビ
ルが建ち並ぶ商業地域

秋葉原140 m

秋葉原電気街にもほど近く、
物販店、飲食店、事務所等多
様な用途が混在して集積する

４４ｍ国道 秋葉原駅北方140 m

米国通商政策などの海外情勢による景気不透明感は残るが、国内の企
業業績、所得等の改善のもと、都心優良不動産に堅調な需要が続く。

幹線道路沿いに中規模の店舗付事務所が建ち並ぶ商業地域であり、建
築費や運営経費増だが、投資資金の堅調さから地価上昇している。

個別的要因に変動はない。

幹線道路沿いに中高層の店舗兼事務所等が建ち並ぶ商業地域である。空室率が堅調に回復しており、これに伴い
オフィス賃料に一部回復傾向がみられることから、地価は暫し安定的に推移するものと予測する。
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(7)試算価格の調整・

　 額の決定の理由　　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

対象基準地は幹線道路沿いに中規模の中高層店舗付事務所等が建ち並ぶ商業地域に存しており、市場参加者は投資対象
としての収益性のみならず、業務利便性や周辺の企業集積の程度を重視している。したがって、各試算価格の再吟味並
びに資料の特性及び限界からくる相対的信頼性を検討したうえで、市場の特性を反映した実証的な比準価格と、投資採
算性を反映した収益価格を関連づけて、さらに、指定基準地等からの検討を行って鑑定評価額を決定した。

同一需給圏は主として千代田区の幹線道路沿いに、中規模の中高層店舗付事務所等が建ち並ぶ商業地域であり、そのほ
か都心５区など中規模事務所が集積する地域にも価格牽連性が認められる。主たる需要者は比較的高い資金力を有する
機関投資家、不動産業者や事業会社等であり、市場で中心となる価格帯は、土地のみの取引は稀であって土地建物一体
で取引されることが多く、総額１０億円～３０億円程度となる。

①－１対象基準地の検討
継続　　新規

代表標準地　　標準地

宅地-1

日提出年 月

千代田(都) －5 27

開発法　　　　 開発法による価格 円／㎡

の適用

業者名

氏名

基準地番号 提出先 所属分科会名

令和 7

令和 7 7 1

令和 7 7 3

千代田(都)　5 － 27 東京都 区部第１ 不動産鑑定士 砂野　明俊

アセットリアルティ株式会社

令和 7 6 25

令和 7 7 2

千代田区神田松永町１３番 235

1：1
ＳＲＣ 9F 1B

東44 m
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商業
(80,800)
防火

（その他）
地区計画等
駐車場整備地区
(100,800)

10 10 10 40 中高層の店舗兼事務所地

16 16 250 正方形
商業
(100,800)
防火
地区計画等
駐車場整備地区

高層の店舗兼事務所地 角地                          +5.0
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／

／

令和 7 3,230,000

1,070,000,000 4,570,000

□ □■

3,790,000
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97.0 95.1

105.0
4,570,000

0.0

0.0

0.0

-3.0

0.0

0.0
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-2.0

0.0
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千代田(都) 5 25

6,400,000

112.3

106.9 154.8

105.0
4,560,000

0.0

0.0

0.0

+6.9

0.0

0.0
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-2.0
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0.0

0.0

□ □

□ □

■
4,000,000
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